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里親になってみませんか 【問】県福祉総合相談センター☎629-9608
　　  子ども家庭総合支援センター☎601-2414

　私たちの周りには、虐待や親の病気な
ど、さまざまな理由から家庭で生活する
ことができない子どもたちがいます。そ
のような子どもを自分の家庭に迎え入れ、
温かい愛情と正しい理解で養育する人が
「里親」です。子どもの健や
かな成長のためには、大人の
温かい愛情と家庭的な養育環
境が必要です。

里親になるまで
①県福祉総合相談
　センターに相談▶

②研修・　
　家庭訪問

③審査・
　登録

④子どもとの出会い・
　外出、外泊などの交流

⑤子どもの
　迎え入れ

里親の形はいろいろ里親ってどんな人？

　各内容について詳しくは、同
相談センターに問い合わせるか、
「マンガでわかる里親制度（岩
手県）」をご覧ください。

・・養育里親：子どもが家庭に戻れる、また
　は自立するまでの期間を養育する里親　

・・専門里親：虐待や非行などの理由で専門
　的な援助が必要な子どもを養育する里親

・・養子縁組里親：養子縁組を前提として子
　どもを養育する里親

▶

▶ ▶

この他、親族里親という形もあります。
興味のある人はお気軽にご相談ください！

年金生活者支援給付金の
　　　　　　　　手続きを忘れずに
　年金生活者支援給付金は、公的年金などの収入やその他の所得
額が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金
に上乗せして支給されるものです。新たに給付金を受け取るには
請求書の提出が必要ですので、早めに手続きするようお願いしま
す。すでに給付金を受け取っている人は手続き不要です。

【問】日本年金機構給付金専用ダイヤル☎0570-05-4092
　　  医療助成年金課☎626-7529　
【広報ＩＤ】1028315

■対象となる人

①65歳以上の老齢基礎年金を受給している人で、次の要件を全
て満たしている人
□ 本人を含む世帯員全員の個人市区町村民税が非課税
□ 前年の公的年金収入額とその他の所得額の合計が約88万円以下

■請求の手続き
▶すでに年金を受給している人
①新たに給付金の受給対象になる人：９月以降に、日本年金機構
からお知らせを送付しています。同封の請求書（はがき）に必要
事項を記入し、早めに返送してください。

■給付金の額

老齢基礎年金
の受給者 不審な電話や案内にご注意を！

　市役所や日本年金機構、厚生労働省の職員
などの公的機関の職員が、ATMの操作をお
願いすることや口座番号の聞き取り、手数料
などの金銭を求めることは絶対にありません。

②年度の途中で新たに給付金の支給要件に該当した人：これまで
給付金を受けることができなかった人が、世帯状況の変更などに
より支給要件に該当になる場合は、早めに同課または給付金専用
ダイヤルへご相談ください。
③現在、給付金を受給している人：手続きは不要です。
▶これから年金を受給し始める人
　年金の請求手続きと併せて給付金の請求書を提出してください。

▲発送したお知らせ

※保険料を納めた
　期間などにより
　増減します

障害基礎年金
の受給者

遺族基礎年金
の受給者

１級
月額6275円
２級
月額5020円

月額5020円

②障害基礎年金・遺族基礎年金を受給している人で、前年の所得
額が約472万円以下（扶養親族がいない場合）
※扶養親族がいる場合は、扶養人数により基準が変わりますので、
　詳しくは、同課までお問い合わせください

月額5020円

▲請求書（はがき）

石割さくらこ

みんなと一緒に
公共施設を長く大切に活用します
　市は、市役所本庁舎110棟分の面積に相当する公共施設を保有し、そのうち
約４割が築30年を超え、老朽化が進んでいます。施設を利用する人の利便性
などを考え、長く使うためにはどうしたらよいか―。「公共施設アセットマネ
ジメント」の取り組みで、施設のこれからを市民の皆さんと考えていきます。　
【問】資産経営課☎603-8007

　みんなで
取り組もう！

　公共施設を全て保有するには、多額の費
用がかかります。利用のしやすさなどを考え
つつ、将来にわたる財政負担を減らすため、
市は「最適化★」と「長寿命化★」という考え
方で、保有する施設の在り方を検討し、取り
組みを進めています。
　本年度は、加賀野地区活動センターと老
人福祉センター・児童センター（いずれも加
賀野四）をまとめるための工事や市立図書
館の改修を進めています。

私たちの施設を長く大切に使うために

★最適化
　将来に渡って施設を適切に維持できる
よう、次の①～③を軸に、限られた財源
を効果的に活用し、効率的な施設運営を
目指します。
①保有施設数の縮減
② ニーズに合った利用しやすさの向上
③ 使用料や人員配置などコストの見直し

★長寿命化
　建物を80年使い続けることを目指し、建設後、お
おむね20年目と60年目に修繕、40年目に大規模改
修工事をします。

施設の複合化 ～大新小学校内に児童センターを設置～
　大新児童館（南青山町）は、建
設から約40年が経過し、老朽化が
進んでいました。児童の安全・安
心な利用を実現しながら、次の世
代に大きな負担を残さない持続可

集会室の改修ポイント

学校の１階になって
遊びに行きやすくな
ったよ！
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　２階の奥まった場所から、１

階玄関からすぐの場所にするこ　

とで、荷物を持っていても移動

が楽に！

遊戯室の改修ポイント

体をたくさん動かし
てみんなで楽しく遊
んでるよ！
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　ら、圧迫感の無い天井に！

・内装に木材を使用し、ぬくも

　りのある空間に！

きれいで広々とした
空間で遊べるように
なりました！

　アセットマネジメントを広く知ってもらうため、岩
手大の学生と一緒に作成した漫画やイラストを、市
ホームページに掲載しています。ぜひご覧ください。

能な市民サービスの提供のため、
大新小内に移転（施設の複合化）
工事をし、令和４年４月から大新
児童センターとして利用を開始し
ました。

市のアセットマネジメントを紹介するため、
岩手大の学生と共同で作成したキャラクター

　児童センター
は学校の１階に
あります！


